
　【調整の内容】
　　要求どおり計上。

  １　事業の概要
　  (1) 目的　施設の管理業務を効果的かつ効率的に行うため、県立都市公園の施設の管理に関する業務を協定に基づき指定管理者
            に管理させる。
 　 (2) 内容　県と指定管理者の協定に基づき、県立都市公園である塚山公園含む25公園についての管理を指定管理者に委託する。

  ２　債務負担行為設定理由
　　  都市公園法の改正により、「公募設置管理制度（Park-PFI）」が創設され、その導入を検討するため、25公園の現指定期間を
    ２年間延長するための債務負担行為を設定する。

  ３　スケジュール
　  　平成30年第３回定例会（後半）で指定期間の変更の議案を提出し、議決後、平成30年度内に各指定管理者と変更基本協定書を
    締結する必要があることから、平成30年度から平成33年までの４年間とする。

  ４　限度額の積算内訳      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）
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